
日野市

北川原公園ごみ搬入路検討

市 民 会 議

事前説明資料

10月27日(日)開催の市民会議に向けて
これまでの経緯や検討会での議論等を資料にまとめました。
開催当日までにごみ搬入路の違法性解消策や周辺環境改善に関して理解
を深めていただけますと幸いです。
当日は、検討会からの中間報告に沿って参加者の皆様と議論いただけれ
ばと思っております。

北川原公園周辺の将来をより良くする方策を
考えよう！
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１. 公園、搬入路および周辺の状況について 

北川原公園や周辺の自然環境や施設の状況は以下の通りである。北川原公園の周辺には、日

野市クリーンセンター、浅川水再生センターが立地している。多摩川及び浅川に囲まれた三角

地に立地しており、川沿いは自然が多く存在している。 

 

  

関連施設位置図 

多摩川 

浅川 

①北川原公園 

②日野市クリーンセンター 

③浅川水再生センター 

至 国立 

供用開始部 

至 八王子 

万願寺駅 

多摩都市モノレール 
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(1) 北川原緑地と北川原公園 

浅川水再生センター用地は、昭和 36 年から北川原緑地として都市計画決定されていたが、流

域下水道施設として都市計画決定するにあたり、昭和 54 年 1 月に北川原緑地は廃止されること

になった。 

しかし、ごみ・し尿・下水処理を行う迷惑施設に対する環境改善のため、新たに北川原公園を

都市計画決定し、昭和 58年９月よりバイパス上流側用地の用地取得を開始。平成 18 年に用地取

得が完了した。 

 

（令和５年８月実施日野市全市説明会資料より抜粋） 
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(2) 日野市クリーンセンター 

昭和 34 年に日野市衛生処理場として、ごみ焼却、し尿処理を開始した。当時、住宅密集地域

や大規模住宅団地の一括したごみの収集及び処理が必要となる一方、化学肥料の普及により肥料

の需要が減少し、し尿の処分に苦慮していた。昭和 48年には地元環境対策の会議体が発足し、昭

和 60年には日野市クリーンセンターに名称変更している。 

その後、平成 21 年 3 月に「日野市ごみ処理施設建設計画」を策定し、施設の老朽化への対応

のために平成 31年度中の建て替えを計画していた。平成 24 年に小金井市及び国分寺市から建て

替え計画に合わせて可燃ごみを一緒に処理をしてほしい旨の申し出があり、日野市でも検討を行

った結果、ごみ処理の広域化を行うべきと判断し、新可燃ごみ施設の整備を実施した。令和２年

度から新施設の稼働が開始している。 

３市共同処理の実施前後のごみ搬入状況は、下記の通りである。 

・可燃ごみ３市共同処理前 

 浅川堤防ルート：約 160台/日(市の可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ等) 

・可燃ごみ３市共同処理後 

 浅川堤防ルート：約  90台/日(市の不燃ごみ、資源ごみ等) 

 多摩川堤防ルート：約 170 台/日(３市の可燃ごみ) 

 

（令和５年８月実施日野市全市説明会資料より抜粋） 
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(3) 浅川水再生センター 

急速な都市化に対応するために流域下水道施設の立地が必要となり、日野市の大部分と八王子

市の一部を処理区域とし、地理的・地形的に適地である地域として、当該地区が選定された。昭

和 54 年１月に東京都の流域下水道施設として都市計画決定され、昭和 55 年に事業認可された。

昭和 62年から建設工事に着手し、平成 4年より供用し運転を開始した。 

水処理施設の上部空間については覆蓋化整備を行い、北川原公園として公園化し、供用開始し

ている（約 3.7ha）。残りの未供用部分の約 4.3haは、現時点で整備計画等はない。 
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２.住民監査請求及び住民訴訟(裁判)について 

 (1) 裁判に至るまでの背景 

平成２６年１月に日野市、国分寺市、小金井市は 3 市共同によるごみ処理の覚書が締結さ

れ、新可燃ごみ処理施設は日野市のクリーンセンター内に設置し、概ね 30 年稼働することと

なった。また、共同化処理決定以前から歩行者の安全性・騒音・渋滞等の理由から従来の浅

川堤防道路のごみ搬入ルートを変更するように地元から要望が出ていたため、都市計画は変

更せず北川原公園予定地内に専用路を整備した。その後、「公園兼用工作物利活用計画」を策

定し、ごみ搬入路は公園兼用工作物として供用開始した。 

 

(2) 住民監査請求 

（１）の背景より、住民側から住民監査請求を受ける。原告団(住民側)の主張として下記４点が

挙げられる。住民監査請求を受け、日野市監査委員による監査の結果棄却された。 

・都市計画の変更手続きを行わずごみ搬入路を設置することは都市計画法違反である 

・市長の裁量権を逸脱するので公金の支出は違法 

・北川原公園は迷惑施設が集中する地域の環境改善のために都市計画決定した経緯が 

 ある 

・ごみ搬入路は環境をよくする公園機能と両立しない 
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(3) 住民訴訟と判決 

住民監査請求が棄却され、住民訴訟へと移る。１審(令和２年 11月)、２審(令和３年 12月)はと

もに市が敗訴している。最高裁は市の上告不受理であったため、令和４年９月に都市計画を変更せ

ず通行路を設置したことは都市計画法違反であるという内容で判決が確定した。また、市に損害を

与えたとして市長個人に約 2.5億円の支払いが請求されている。判決理由としては、下記３点が挙

げられている。 

・通行路はごみ搬入車の通行路で、公園の効用を有するものとは言い難い 

・(30年間の使用は)暫定的な利用とは言えない 

・通行路の設置は都市計画の実質的な変更と評価すべきもの 
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判決後に、市は「立ち止まって検討するべき時期があったが、３市のごみを溢れさせてはならない

との思いから前へ進めた」ことを反省し、地方自治の本旨、住民自治のあり方、市民参画のあり方と

いう問題に大きくかかわるものと受け止めている。その後、令和４年 10月に原告側と合意書を取り

交わしている。合意書の内容は 4 項目ありその中のひとつ（※下記スライドの赤下線）に沿って、

違法状態の解消策を検討することになる。 

(4) 債権放棄 

最高裁での判決を受け、約 2.5 億円の市の債権を放棄する議案を令和４年第１回市議会臨時

会に上程した。本件の契約締結については、市長個人に不法な利得を図る目的はなく、現に不

法な利益は得ていない理由から、慎重に議論を重ね全会一致で可決し放棄に至った。 

 

これらの結果を受けて、ごみ搬入路の違法状態の解消に向けた会議体となる検討会を設置

に、市民参加、住民合意のもとに検討を進めることとした。 
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３. 北川原公園ごみ搬入路違法性解消に向けた検討会 

(1) 検討会の概要 

全市域対象の説明会を全 8 回開催後、ごみ搬入路の違法状態の解消に向けての検討会を発足

し、令和５年 10月から月１回程度開催している。検討会の構成は下記の通りである。 

・構成メンバー 

 専 門 家 ２名（市民参画・都市計画分野、公園・景観分野 各１名） 

 原告団代表 ３名 

 公 募 市 民 ４名 

 市関係部長 ４名 

 

検討会では、議論を進めていくにあたり３つの方針を定めている。 

①  早期に異常状態の解消を図ること 

②  行政に対する不信感を払しょくする 

③  新たな住民同士の意見対立、紛争を招かない 

 

違法状態の解消策を選定していくにあたっては、北川原公園が都市計画決定された歴史的背

景から、同公園の早期実現と公園外へのごみ搬入路の設置、自然豊かな周辺環境の実現が求め

られていることを踏まえ、技術面・財政面な問題も含めてあらゆる方策を検討し、最適な解決

策を導くこととしている。 
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(2) 検討会の開催概要 

令和５年 10 月に検討会を発足し、月１回程度開催している。今までに８回開催している。検

討会当日は、下記のとおり３部構成で実施している。検討会委員だけでなく傍聴参加者や周辺自

治会代表の意見も可能な限り反映できる様にプログラムを実施している。 

 

 
 

また議論を行う中で、単にごみ搬入路の違法性だけでなく北川原公園や周辺も含めた広い視点

での議論が必要となった。そのため、クリーンセンター周辺地域の環境改善に関する提案につい

ても議論を行っている。 
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(3) 検討会で議論を行ってきた解消策(案)について 

検討会当初は技術的・財政的な問題も含めてありとあらゆる方策から議論をスタートさせた。

当初７案からスタートし、検討会等で議論を重ね、解消策の候補の２案まで絞り込みを行った。

下記に当初案からの解消策の変遷を示す。 

 

 これらの変遷を踏まえて解消策案から４案除外した。各案の除外理由は次ページに示す。 
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（４） 解消策案の２案について 

検討会の中で選定した２案についての詳細を下記に記載する。 

① 搬入路の北側への集約立体化案 

20号バイパス北側のごみ搬入路に南側搬入路も集約し、道路を立体化して下部及び南側搬入路

を公園として活用する案。北側の搬入路部分を北川原公園から除外する都市計画変更が必要にな

る。また、搬入路を集約するため国分寺市・小金井市（搬入）及び日野市（搬出）の収集車の通

行ルートを変更する必要がある。現時点で検討会からは下記４ルートが案として挙げられている。 
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② 現状の南北搬入路の残置活用案 

現況の搬入路をそのまま活用する案。南北両側の搬入路部分を北川原公園から除外する都市計

画変更が必要になる。 

 

 

③ 都市計画変更について 

①②どちらの案を選んだ場合でも、当面は南北両方の搬入路を使用する必要がある。そのため、

南北の搬入路部分を都市計画公園区域から外す都市計画変更を実施する予定としている。その後、

①の解消策を選定した場合は、新規の施設整備が完了した後に再度都市計画変更を行い、南側の

搬入路部分を都市計画公園に戻す予定としている。 

都市計画公園の面積減少に対する補填策として、北川原公園に近い旧万願寺グラウンド跡地な

どについて都市計画公園に指定追加することを検討している。 
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④ 周辺環境整備について 

検討会では、クリーンセンター周辺地域の環境改善に関する提案も議論している。提案があっ

た内容は下記に示すとおりである。 

 

 

 

  

東京都立
日野高等学校

東部会館

３市可燃ごみ処理施設
(浅川清流環境組合)

多摩川

万願寺駅

石田大橋

＜検討会から提案された個別のアイデア＞

多摩川沿いの遊歩道

石田寺

プラスチックごみ収集車の浅川沿い利用の廃止
浅川堤防道路を歩行者優先の遊歩道化

落川交流センター
建て替え

浅川人道橋の整備

プラスチックごみも含めたごみ搬入路の
多摩川ルートへの一本化と検量棟移転

(旧可燃ごみ処理施設の撤去)

・公園内に樹木を植樹
・防災機能の拡充
・来園者休憩スペースや屋内遊び場
・公園静音化のため、20号バイパス沿いに遮音壁などを設置
・北川原公園の将来を見据えた全体活用策の検討

全体的な回遊性確保
原風景を感じられる公園構想

多摩川河川敷内の自然散策路整備

1979年 日野市が都市公園としての
北川原公園計画を策定

北川原公園

減少する都市計画公園の補填案
(旧万願寺グラウンド跡地)

ほ て ん

林間公園

旧日野療護園
跡地の取得、跡地の広場整備

日野市
クリーンセンター
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(５) 周辺地域との意見交換会について 

第１回～７回までの検討会での議論を踏まえ、解消策案の２案について一度周辺地域の方にご

意見を伺う機会を作る必要があるとの考えに至り、検討会と周辺地域の皆様と意見交換を行った。

①②のどちらの案にも賛成・反対のご意見をいただいた。また周辺環境に関する議論についても

前向きなご意見を多くいただいた。 
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(6) 検討会からの中間報告について 

周辺地域との意見交換会及び第８回検討会を踏まえ、今までの議論をまとめた検討会からの中

間報告を受けた。中間報告の内容は、次ページ以降に示す。 

①の搬入路の北側への集約立体化案については、収集車のルートを変更することへの強い不

満、反対が示されている。そのため、小金井市・国分寺市の搬入ルートを一定期間試験的に変更

する社会実験を行い、実験結果を検討会に報告するように求められている。 
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北川原公園

府中四谷橋

日野橋

甲州街道
石田大橋

クリーン
センター

現状の搬入路をそのまま活用する案です。
(※南北両側の搬入路部分の都市計画変更が必要)

【特徴】

・新規の施設整備費用が不要
・公園利用可能面積が縮小する
・車両と歩行者動線が交差する
・公園の南北の往来が交通誘導員によるものになり、制約が生じている
・交通誘導員の配置は現状のままである
・南側の搬入路は、将来の下水道施設の建設用地部分であり借用の継続が必要
・収集車の通行ルートの変更がない
・維持管理※に約10.4億円必要と想定 (※ 交通誘導員等)
（維持管理：約10.4億円 ※20年間の利用想定)

※公園と広場を分断するごみ搬入路が存在し続けるマイナス面もあります

２０号バイパス北側ごみ搬入路に南側搬入路も集約し、道路を立体化して下部
を公園として活用する案です。（※北側の搬入路部分の都市計画変更が必要）

【特徴】
・新規の施設整備費用が必要（約６億円）

・公園利用ができる面積が増加する(下記 図の緑・青・水色部分)
・車両と歩行者動線の分離ができ、安全性が増す
・公園の南北の自由な往来が可能となる
・交通誘導員の設置箇所の減少が可能
・日野市の所有地のみで解消策の実施が可能
・小金井市、国分寺市の収集車の通行ルートの変更が必要
・新規築造と維持管理※に約10.6億円必要と想定 (※ 橋の点検、交通誘導員等)

（新規整備：約６億円 維持管理：約4.6億円 ※整備後20年間の利用想定)

■ 違法状態解消の方策について

＋

【公園利用の可否とその面積】
【公園利用の可否とその面積】

公園利用可能な範囲(搬入路部分)
約2,100㎡

公園利用可能な面積(横断歩道部分)
約１００～175㎡

至 国立

至 国立至 八王子

公園利用可能な面積（高架下部分）
約1,080～1,620㎡

20号バイパス接続
現状のまま

公園利用ができない範囲
約4,600㎡

20号バイパス接続
現状のまま

橋梁整備範囲

公園利用可能な面積（新規橋梁下部分）
約320～480㎡

公園利用ができない範囲
約2,130㎡

ごみ搬入路違法性解消の方策① 搬入路の北側への集約立体化案 ごみ搬入路違法性解消の方策② 現状の南北搬入路の残置活用案

別紙１

搬入路を北側へ集約

搬入ルート（イメージ）

現在、南北両方の公園にごみ収集車の搬入口を設けている状況ですが、北川原公園側にすべて集約し、小金井市・
国分寺市の収集車のルートを変更する必要があります。検討会で提案されたルート案は下記の通りです。
(1) 日野橋ルート
(2) 府中四谷橋ルート
(3) 日野万願寺駅前交差点でUターンするルート
（４） 日野税務署西交差点(農協 みなみの恵前)でUターンするルート

至 八王子

根川

日野バイパス

南北接続区間 約６0m

約3m

＜整備イメージ＞

万願寺

※両案の費用負担については、ごみ搬入路の占用面積が公園面積を削減し、市民が公園を使用する価値を下げることを費用として勘案される必要があります
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別紙２

本検討会は８中学校区で実施した全市説明会からスタートしていることを踏まえ、
市長への中間報告後は、日野市主体による全市民の合意形成が必要であると考え
ます。
●目的
①8中学校区での説明会からスタートした検討会の成果の合意と評価を全市民

的なものとする
②搬入路の違法性解消策と、北川原公園の歴史的背景や今後について、

市民討議会方式の『場』で議論することで全市民的なテーマに位置付ける
●理由

・テーマの性格上、遠くの中学校区では参加者が少なくなることが予想される
ため日野市全域を対象とした市民討議会方式の報告会とする

●方法
・全市で4,000人無作為に抽出 (日野市気候市民会議で同様に実施）
・検討会での議論の内容と無作為抽出による全市的な合意形成を実施する旨を
お知らせし、合わせて意見募集を実施(※全戸配布予定)

■ 全市的な合意形成の方法について

●検討会から市長への報告までのフロー図

意見交換会を踏まえた議論を行った後
検討会から市長へ中間報告

選定した解消策について、全市的な
合意形成を図るための市民会議実施

市民会議での意見を踏まえ、
検討会で解消策の最終選定を実施

周辺地域との意見交換会で議論を実施

最終選定した解消策を市長へ報告

７月13日(日)に実施済

本日の検討会までの
議論経過などを中間報告

全市民を対象
周辺地域以外も含めて
意見交換を行う会を開催

全市的な合意形成実施を全戸配布により
お知らせし、合わせて意見募集を行う

全市民から意見を募集
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別紙３

この地域の歴史的背景を踏まえると、単にごみ搬入路の違法性を解消
するだけではなく、北川原公園と多摩川・浅川沿いの自然環境を活かし
た水と緑の一体的な環境整備が必要であるとの思いから、下図の様な
クリーンセンター周辺の環境改善に資する提案をまとめました。

この提案をもとに、今後継続的に議論を行う場を新規に設け、クリーン
センター周辺地域の環境整備構想をまとめたうえで、計画的に整備に取
り組むべきと考えます。

■ 周辺環境改善に向けた取組について

多摩川沿いの遊歩道

石田寺

＜周辺環境改善に資する個別のアイデア＞

プラスチックごみ収集車の浅川沿い利用の廃止
浅川堤防道路を歩行者優先の遊歩道化

落川交流センター建替

浅川人道橋の整備

プラスチックごみも含めたごみ搬入路の
多摩川ルートへの一本化と検量棟移転

(旧可燃ごみ処理施設の撤去)

公園内に樹木を植樹
防災機能の拡充
来往者休憩スペースや屋内遊び場
公園静音化のため、20号バイパス沿いに遮音壁等設置
北川原公園の将来を見据えた全体活用策の検討

旧日野療護園
跡地の取得、跡地の広場整備

全体的な回遊性確保
原風景を感じられる公園構想

多摩川河川敷内の自然散策路整備

1979年 日野市が都市公園としての
北川原公園計画を策定
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（７） 社会実験について 

検討会からの中間報告を踏まえ、国分寺市・小金井市の搬入ルートの変更を一定期間

実施し、その影響について調査することとした。 

調査概要は以下の通りである。 

 

調 査 目 的：北川原公園内ごみ搬入路における北側集約化に伴うルート変更の影響の

把握する 

対 象 車：国分寺市及び小金井市から浅川清流環境組合の可燃ごみ処理施設に搬入

する積載量 3t以下のすべてのごみ収集車両 

実 施 期 間：令和６年 10月 21日（月）～令和６年 10月 25日(金)の５日間 

変更ルート：下図の通り 

 

 

クリーンセンター

北川原公園

府中四谷橋

日野橋

多摩都市モノレール

変更後ルート
(社会実験時)

変更前ルート
(通常時)



【問い合わせ先】

日野市役所 環境共生部 北川原公園ごみ搬入路調整担当(緑と清流課内)
住 所：〒191-8686 東京都日野市神明1-12-1
TEL：042-514-8307(直通)/ FAX：042-581-2516
メール：kouen@city.hino.lg.jp
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